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と
き　
５
月
13
日（
水
）午
前
10
時
～
正
午

と
こ
ろ　
公
民
館 

２
階 

和
室

対
象　
就
園
前
の
子
ど
も
と
保
護
者

内
容　
桃
太
郎
エ
プ
ロ
ン
シ
ア
タ
ー

※
申
し
込
み
不
要
・
時
間
内
出
入
り
自
由

※
子
育
て
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
は
、子
育
て
支
援

団
体「
エ
ン
ジ
ェ
ル
ハ
ウ
ス
」が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
企
画
・
運
営
し
、民
生
委
員
・

児
童
委
員
も
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
１
４
１

遺
児
手
当
の
支
払
に
つ
い
て

　
５
月
は
遺
児
手
当
の
支
給
月
で
す
。

　

５
月
22
日（
金
）に
入
金
予
定
で
す
の

で
、通
帳
記
帳
に
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
１
４
１

　

子
ど
も
の
送
迎
・
預
か
り
を
お
願
い

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象　
生
後
４
カ
月
か
ら
小
学
６
年
生

ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
町
内
、あ
ま
市

内
在
住
・
在
勤
の
方

※
登
録
説
明
会
に
参
加
が
必
要

登
録
説
明
会

と
き　
５
月
20
日（
水
）午
前
10
時
～
11

時
30
分

と
こ
ろ　
あ
ま
市
七
宝
公
民
館

定
員　
15
名

※
無
料
託
児
あ
り　
要
予
約　
　

●
生
後
４
カ
月
か
ら
未
就
学
児
ま
で

●
説
明
会
の
８
日
前
に
締
め
切
り

申
込
方
法　
説
明
会
の
３
日
前
ま
で
に

電
話
か
※
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
申
し
込
み

※
左
記
２
次
元
コ
ー
ド
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

を
お
友
達
登
録
し
、ト
ー
ク
で「
５
月

20
日
説
明
会
申
込
み
、氏
名
、電
話
番

号
、託
児
の
有
無（
有
の
場
合
は
名

前
、よ
み
が
な
、生
年
月
日
）」を
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　
あ
ま
っ
子
は
る
っ
子

ふ
ぁ
み
さ
ぽ
セ
ン
タ
ー
事
務
局

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

子
育
て
支
援
事
業

子
育
て
ほ
っ
と
サ
ロ
ン

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
依
頼
会
員
募
集

〔ID〕@706cvhfc

子育て支援センター・児童センターだより子育て支援センター・児童センターだより
　…子育て支援センター「はるっこ事業」　　…児童センター小学生対象事業 休館日　日曜・祝日、年末年始

　　 とき 対象 予約 その他

はるっこルーム 月～金曜 
10：00～15：00

就学前の子どもと
保護者 予約不要 親子連れ優先スペース

なかよし広場
（大型絵本を楽しもう）

5/14（木）
11：15～

就園前の子どもと
保護者

5/1（金）
10：00～

絵本のよみきかせ
5/21（木）
❶10：30～11：00
❷11：00～11：30

❶１歳以上の子ども
❷０歳の子ども

5/11（月）
10：00～ 定員　各回10組

こどもの育ち
　何でも相談

5/15（金）
10：00～11：30

就学前の子どもと
保護者 予約不要 相談員　

臨床心理士 松
まつ

本
もと

 敬
けい

子
こ

 氏

☆母の日のプレゼントを
　 作ろう

5/9（土）
14：00～14：40 小学生 5/1（金）

16：00～ 定員　8名

☆児童相談
（臨床心理士による個別相談）

5/26（火）
❶14：00～
❷15：00～
　（各回50分間）

小学生の保護者 予約受付中
定員　2組
相談員
臨床心理士 半

はん
澤
ざわ

 佳
か

誉
よ

子
こ

 氏

※小学生未満のお子さんは保護者の方が必ず付き添ってください。
※予約が必要なイベントは、センターに直接または電話でお申し込みください。

申込・問合せ先　児童センター（総合福祉センター3階） ☎（441）1781 ▲子育て支援センター ▲児童センター



子育て応援!!
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❶児童扶養手当

区分 令和8年3月分まで（1月あたりの額） 令和8年4月分から（1月あたりの額）

児童１人のとき
全部支給 46,690円 全部支給 48,050円

一部支給 46,680円～11,010円 一部支給 48,040円～11,340円

児童２人以上のとき
（１人増すごとに）

全部支給 11,030円加算 全部支給 11,350円加算

一部支給 11,020円～5,520円加算 一部支給 11,340円～5,680円加算

❷特別児童扶養手当

区分 令和8年3月分まで（1月あたりの額） 令和8年4月分から（1月あたりの額）

１級 56,800円 58,450円

２級 37,830円 38,930円

❸特別障害者手当等

区分 令和8年3月分まで（1月あたりの額） 令和8年4月分から（1月あたりの額）

特別障害者手当 29,590円 30,450円

障害児福祉手当 16,100円 16,560円

経過的福祉手当 16,100円 16,560円

※愛知県特別障害者手当等（加算手当分）については変更ありません。

問合せ先　❶役場　子育て支援課　内線141
　　　　　❷❸役場　民生課　障害福祉係　内線169・232

令和８年４月から以下の手当額が改定されました。

各種手当額改定のお知らせ

相談・問合せ先 子ども応援本部　☎080（4338）3969
月～金曜（祝日・年末年始を除く）　午前9時30分～正午・午後1時～3時

　町では「子ども応援本部」を設置し、お子さんが元気いっぱい、笑顔いっ
ぱいに過ごせる居場所づくりのために、地域で活躍する団体と連携し、
さまざまな学びの場を提供できるような体制づくりを進めています。
 また、スクールカウンセラーや、ライフコンダクターなどの専門的知識
をもった人材が、お子さんの学校での学習活動や日常生活を支えてい
ます。不登校や就学、お子さんの発達のこと、心の悩みなどについて、
どうぞお気軽にご相談ください。

子 ど も 応 援 本 部 ってなぁに？



固定資産税・軽自動車税の納付について
　5月は固定資産税第一期、軽自動車税の納期です。今月上旬に令和8年度納税通知書を発送しますので、
納期限（6月1日（月））までに納付してください。振替納税にしている方は、納期限の前日までに預貯金の残
高をご確認ください。なお、納税通知書がお手元に届かない場合は、役場税務課までご連絡ください。
●重複納付にご注意ください！
　固定資産税を全期分納付書で納付された方は、第一期から第四期までの納付書（4枚）により重複で納付し
ないよう、お気をつけください。
　なお、固定資産税の前納報奨金は、今年度より廃止となりましたので、ご了承ください。
問合せ先　役場　税務課　固定資産税　内線160・178　軽自動車税　内線175・176

国民健康保険税の税率等を改定します
　国民健康保険の安定的な財政運営を図るため、令和８年度の税率等を改定することになり
ました。
　また、新たに４月分から子ども・子育て支援制度の財源となる「子ども・子育て支援納付
金」を国民健康保険税に含めてご負担いただくことになります。皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
　また、決定した保険税額については、７月に通知書を送付します。
◉税率（額）および賦課限度額を変更します。

自動車税の納付をお忘れなく
　6月1日（月）は自動車税の納期限です。
　4月1日現在で自動車をお持ちの方に対し、4月30日（木）に県税事務所から納税通知書が発送されるので、
お近くの県税事務所、金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください。（納付場所は、納税通知書の裏
面を確認してください。）
　また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、クレジットカード（決済手数料がかかります。）
やインターネットバンキング、スマートフォン決済アプリでも納付できます。
問合せ先　西尾張県税事務所　☎0586（45）3170

▲県HP

▲詳細は町HP

行政相談出前講座 in 大治中学校行政相談出前講座 in 大治中学校

問合せ先　役場　保険医療課　内線144

区　分

所得割

均等割
（1人当たり）

平等割
（1世帯当たり）

賦課限度額

子ども・子育て
支援納付金分医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

（40～64歳）
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 新設

7.2％

27,100円

22,100円

660,000円

7.35%

28,500円

21,700円

670,000円

2.5％

8,200円

6,000円

260,000円

2.59%

9,500円

6,500円

260,000円

2.0%

10,900円

5,600円

170,000円

2.12%

10,900円

5,600円

170,000円

0.29％

800円

30,000円

1,300円
（18歳以上）

　2月13日(金)、中部管区行政評価局職員と行政相談委員らによって、
大治中学校で「行政相談」を広めるための講演が行われました。
　行政相談とは住民の困り事や自治体への要望を聞き解決することを
目指すものです。講演では、本町での実例を交えながら、行政相談を身
近に感じてもらえるよう呼びかけました。
　本町では、毎月第2火曜日午後1時～3時に役場で行政相談を実施し
ています。予約不要ですので、お気軽にご相談ください。
問合せ先　役場　総務課　内線125・150

大 雨 か ら 守 ろ う 大 切 な 町
●特定都市河川浸水被害対策法に基づく取り組み
❶流域水害対策計画の策定　
県と市町、河川と下水道が共同して、総合的な浸水被害対策を推進する計画を策定し、
事業を行います。
❷都市洪水想定区域および都市浸水想定区域の指定
　河川の氾濫や浸水が想定される区域を指定し円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。
●ビジュアルボードフェアのご案内
　総合治水を皆さんに理解していただくために、写真などのパネル展示を行います。
　と　き　7月10日（金）～16日（木）※休館日を除く　
　ところ　スポーツセンター　問合せ先　役場　都市整備課　内線164

▲詳細は総合治水HP

●行政相談委員
　 鹿野 泰子（砂子）　☎（444）2916
　安井 兼光（堀之内）　  ☎（444）4871

はじ か　の　やす こ

やす い   かねみつ
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県立特別支援学校の体験入学等
　県教育委員会では、来年度に小・中・義務教育学校、高等学校に入学予定で、障害があると思われるお子さんと
その保護者を対象に、特別支援学校の様子を知るための体験入学等を実施します。

申込・問合せ先　体験入学を希望する学校へ直接お問合せください。
※体験入学日以外の日にも随時相談に応じています。

対象 学校 とき

知的な発達に遅れのあるお子さん 佐織特別支援学校
☎０５６７（３７）２０６１

見学会（小学部）	 ５月１４日（木）
見学会（中学部）	 ６月４日（木）
体験入学（小学部）	 ９月１０日（木）、９月１７日（木）
予備日	 ９月２４日（木）

手足の不自由なお子さん 一宮特別支援学校
☎０５８６（５１）２２２１ 体験入学（小学部）　６月１１日（木）

病気で療養しているお子さん 大府特別支援学校
☎０５６２（４８）５３１１ 体験入学　７月７日（火）、１０月８日（木）

目の不自由なお子さん 名古屋盲学校
☎（７１１）０００９ サマースクール　８月２４日（月）

耳の不自由なお子さん 一宮聾学校
☎０５８６（４５）６０００

体験入学（小学部）　６月２日（火）
体験入学（中学部）　６月３日（水）

子育て応援!!


